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１．障害保健福祉関係主管課長会議（平成21年３月12日）が開催される

平成21年３月12日、障害保健福祉関係主管課長会議が開催され、障害者自立支援法の施行後３年の見直し実施について厚生労働省各課の所管事項の都道府県への説明が行われました。

冒頭、木倉障害保健福祉部長より「障害者自立支援法の施行後３年の見直しについて、昨年12月に社保審障害者部会が報告書をまとめるとともに、２月に与党ＰＴが障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針をまとめ、法改正の方向性を示していただいた。本来ならば本日、改正法案の内容を説明する予定だったが、まだ与党内で調整中の段階にあり、法案が出せる準備ができ次第、改めてお示ししたいと考えている。本日説明する各課からの報告事項は次の７点（①障害者自立支援法臨時特例交付金について（平成23年度までの基金事業の延長・積み増しを平成20年度補正予算によって確保することができた。その内容については既に都道府県に内示済であり、基金事業の効果的かつ円滑な実施をお願いしたい）、②平成21年４月の障害福祉サービス報酬改定について（２月20日に都道府県・国保連システム担当者会議を開催し、報酬改定の内容について説明させていただいたが、事業者とも情報を共有し、21年４月から着実に実施できるようお願いしたい）、③心神喪失者等医療観察法指定医療機関の整備等について（指定医療機関を全国でバランスよく配置できるよう都道府県におけるご協力をお願いしたい）、④自殺対策の推進について（厳しい景気状況の中で自殺者の増加が懸念されており、都道府県における自殺防止に向けた支援の充実や連携体制の強化をお願いしたい）、⑤世界自閉症啓発デー（４月２日）の対応、⑥国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の地域移行に向けた取り組み、⑦特別児童扶養手当等について（21年度の手当額は20年度の特例額と同額に据え置かれるので事務処理に遺漏のないようお願いしたい））について報告する。障害者をめぐる課題は山積しており、各地域においてさまざまな取り組みができるよう、国としても自治体のみなさま方との情報交換の場を持ちつつ、障害者の自立に向けて取り組んでいくのでご協力をお願いしたい」との説明がありました。

その後、各担当課から説明が行われました。概要は以下のとおりです。
１．＜法改正事項＞障害者自立支援法等の改正に係る検討状況について
企画課より、障害者自立支援法の改正に係る検討状況について「本来ならばこの場で改正法案の内容について説明する予定だったが、与党で調整中のため、まだお示しできない状況にある。与党の調整が終わり次第、早急に改正法案を国会提出するとともに、みなさまにもその内容について丁寧に説明していきたい」との説明がありました。

２．＜法改正事項以外＞企画課の所管事項
（１）特別児童扶養手当等について（手当額及び所得制限額の据え置き）

　平成20年の物価指数の上昇に伴い、平成21年度の特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当は、平成20年度と同額に据え置かれることになりました。

また、所得制限限度額についても、障害基礎年金等の公的年金と同様に据え置くことが示されました。

（２）障害者自立支援給付支払等システム（５月請求への対応）について

　　介護給付費等の５月請求への対応について「平成21年５月請求については請求期間がゴールデンウィークと重なること、報酬改定後の最初の請求となることから請求時に事業者における混乱も予想される。このため、下記の内容に関して各都道府県・市町村・連合会において特段の配慮をお願いしたい」との説明があり、請求期日（10日）に間に合わない事業者への対応について「市町村へのデータ送信までの間で対応可能な範囲内で弾力的に請求を受け付けること」との説明がありました。

１．請求明細書等の点検エラー等への対応

　　　請求期日（10日）後、市町村へのデータ送信までの間に、点検エラー等となった事業所に対してはエラー等となっている理由を説明するとともに、可能な限りデータ修正の依頼を受け付けること。

　２．請求期日に間に合わない事業者への対応

　　　請求期日に間に合わない事業者については、市町村へのデータ送信までの間で対応可能な範囲で弾力的に請求を受け付けること。

　３．請求に対する返戻額が多い事業所に対する対応

　　　結果的に請求に対する返戻額が多い事業所に対しては、福祉医療機構における経営資金（つなぎ資金）の貸付等の紹介をお願いしたいこと。

　４．その他

　　　報酬改定内容の事業者への周知、台帳（事業者・受給者）の整備等。

３．＜法改正事項以外＞自立支援振興室の所管事項
（１）障害者自立支援対策臨時特例交付金の円滑な実施について
企画課自立支援振興室より「今般、障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金の延長及び積み増しにより、既存事業の拡充や新たな事業を盛り込み、平成23年度までの事業として平成20年度補正予算により確保したところである。都道府県・市町村においては基金事業の効果的かつ円滑な実施に特段のご配慮をお願いしたい」との説明がありました。

（２）地域生活支援事業の推進について

企画課自立支援振興室より「地域生活支援事業の特性を踏まえ、地域の実情や障害者等のニーズを十分に踏まえた上で、効率的・効果的な事業展開をお願いしたい。また、未だ必須事業が実施されていない市町村が見受けられるので、各都道府県におかれては、速やかに事業化が図られるよう、管内の必須事業未実施市町村に対するご支援をお願いするとともに、必須事業未実施の市町村におかれては、近隣市町村と連携してサービス提供者の育成・確保に取り組むなど、引き続き、必須事業の事業化に努められたい」との説明がありました。

（３）コミュニケーション支援事業、移動支援事業等における利用者負担について

　企画課自立支援振興室より「地域生活支援事業に係る利用料を求めるにあたっては、従来の利用料負担の状況や個別給付における利用者負担の状況等を十分を踏まえ、低所得者のサービス利用に支障が生じないようお願いしたい」との説明がありました。

４．＜法改正事項以外＞精神・障害保健課の所管事項

（１）心神喪失者等医療観察法指定医療機関の整備等について

精神・障害保健課より「法に基づく指定入院医療機関の整備が進まない状況や地域社会における処遇が円滑に進んでいない現状があることから、都道府県におかれては、指定入院医療機関の整備をはじめとする法の運用への協力をこれまで以上にお願いしたい。また、法に基づく指定入院医療機関の整備が進まない場合、法対象者の入院先がなくなる状況が恒常化するおそれがあるため、都道府県立精神科病院の必要な機能を考慮の上、病棟の一部を活用した病床や専門病棟の緊急的確保をお願いしたい」との説明がありました。

（２）精神障害者の地域生活移行支援について（精神障害者地域移行支援特別対策事業について）

精神・障害保健課より「平成20年度からは『精神障害者地域移行支援特別対策事業』を実施しているところであるが、昨年７月の時点で、まだ実施されていない圏域が４分の１ほどあり、補正予算での対応等、本年度中に全ての圏域において事業が実施されるよう呼びかけたところである。

平成21年度予算(案)においても引き続き、①精神障害者の退院・退所及び地域定着に向けた支援を行う地域移行推進員（自立支援員）の相談支援事業者等への配置、②精神障害者の退院促進・地域定着に必要な体制整備の総合調整を行う地域体制整備コーディネーターの配置を行うため約17億円を計上している。

今後、全都道府県・全圏域において本事業が実施され、精神障害者の地域移行が促進されるよう、未実施の圏域を抱えている都道府県においては、当該事業の目的を十分にご理解いただき、全ての圏域において事業を実施していただくようお願いしたい」との説明がありました。

５．＜法改正事項以外＞障害福祉課の所管事項

（１）平成21年度４月の障害福祉サービス報酬改定について

①平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るＱ＆Ａ（VOL.１）

各都道府県からの質問に対して、「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るＱ＆Ａ（VOL.１）」が示されました。

②障害福祉サービス施設・事業所における加算の届出時期について
４月から加算の算定を開始する場合は３月15日までに都道府県へ届出を行うこととなりますが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、４月中に届けられた新規加算については４月からの算定が可能となることが示されました。

なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えないことも示されました。

③障害福祉サービス報酬改定影響検証事業について

今回の障害福祉サービス報酬改定の効果を検証するために、障害福祉サービス施設・事業所に対し、報酬改定が現場にどのような影響を及ぼしていくかを把握する調査を秋以降に行う予定であることが示されました。

（２）利用者負担の軽減措置について

特別対策や緊急措置により実施している利用者負担の軽減措置については、平成21年４月以降も継続して実施することが示されました。

また、平成21年７月より、軽減措置を適用するために設けている「資産要件」の撤廃や、「心身障害者扶養共済給付金」の収入認定からの除外により更に軽減措置を図ることが示されました。
（３）障害者の就労支援の推進等について

「昨年12月に社会保障審議会障害者部会において報告書がとりまとめられ、就労支援に関する『基本的考え方』として、①一般就労への移行支援の強化、②就労継続支援の在り方、③障害者雇用施策等との連携強化等という観点から就労支援の充実を図るべきだとさえたことや、国としてもこれらの意見等を踏まえ、報酬改定や特別対策事業においても就労支援の促進に向けてより一層取り組んでいるので、障害者の就労支援について、より一層のご協力をお願いしたい」との説明がありました。

（４）障害者の地域生活への移行について

①グループホーム・ケアホームの体験利用について

「昨年の社会保障審議会障害者部会の報告書において、施設・病院の外での生活に徐々に慣れていくことにより、円滑な地域移行が可能となるよう、入所・入院中の段階から、宿泊等の地域生活の体験ができるような仕組みが必要と指摘されていることを踏まえ、グループホーム・ケアホームの体験利用の仕組みを創設したところである。

また、入院や入所中の者だけでなく、家族と同居している障害者がグループホーム等へ移行する際にも体験利用を可能とする予定であるので、本制度の周知に努めていただきたい」との説明がありました。

②身体障害者のグループホーム・ケアホームについて

「『身体障害者のグループホーム・ケアホーム』については、平成21年度に、身体障害者がグループホーム・ケアホームを利用できるよう関係法令等の改正を検討しているところである。事務的な準備期間等を勘案し、適切な時期に施行する予定であり、後日詳細について連絡させていただくこととしている」との説明がありました。
（５）相談支援体制の充実について

①サービス利用計画作成費について

「サービス利用計画作成費の対象者については、平成21年４月から自立訓練および共同生活介護・共同生活援助の利用者についても対象とするとともに、質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業者が計画を作成した場合は『特定事業所加算』を算定することとしたところである。

また、法施行後３年の見直しにおいて、支給決定プロセスにケアマネジメントの仕組みを導入することや更なる対象者の拡大を検討しているところである」との説明がありました。
（６）サービス管理責任者について

①サービス管理責任者の経過措置について
「平成21年４月１日以降、次のとおり取り扱う予定であるので、御了知の上、管内事業所等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、各都道府県におかれては、既にサービス管理責任者として配置されている者等で『サービス管理責任者研修』および『相談支援従事者初任者研修（講義部分）』の未受講者について、計画的に研修を受講することができるよう、特段のご配慮をお願いしたい」との説明がありました。


サービス管理責任者の経過措置（案）

① 実務経験の要件を満たしていれば、経過措置期間中に研修を終了することを条件として、研修を修了していない場合であっても、暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。

→平成24年３月31日まで延長

② 定員９人以下のグループホーム、ケアホームについては、平成21年３月31日までサービス管理責任者を置かないことができる。

→廃止
③ 法施行前から存在する児童デイサービス事業所については、当面の間、サービス管理責任者を置かないことができる。

→当面の間、継続されるが、配置していない場合、平成21年４月以降は人員欠如減算が適用

④ 定員９人以下のグループホーム、ケアホームであって、例外的に３年以上の実務経験で配置されるサービス管理責任者については、平成24年３月31日までに研修を修了することとする。

→新規

詳細につきましては、別添資料①（課長会議資料冊子）をご参照ください。

【参考ＵＲＬ】［ＷＡＭ ＮＥＴ］ http://www.wam.go.jp/
（「行政資料」→「障害者福祉」→「障害保健福祉主管課長会議」）
２．障害者雇用対策基本方針（改定）が示される
平成21年３月５日、現行の障害者雇用対策基本方針（平成15年厚生労働省告示第136号）が、平成21年３月31日をもってその運営期間の期日を迎えることを受け、新たな障害者雇用対策基本方針（平成21年厚生労働省告示第55号）が策定されました。
この基本方針は、「障害者雇用促進法」第７条第１項の規定に基づいて策定されるものであり、今回の基本方針は、平成21年３月31日から平成25年３月31日までの４年間を運営期間とし、①法改正の着実な実施等による障害者の職場拡大、②精神障害者に対する雇用支援の一層の推進、③職場定着支援や生活面を含めた支援による雇用の継続・安定化、④本人の意欲・能力に応じた「福祉から雇用」への移行の推進、⑤障害特性等の関する理解の促進、⑥障害者への虐待的行為の防止、等が掲げられました。

詳細につきましては、別添資料②をご参照ください。

障害者雇用対策基本方針　骨子（一部抜粋）

※運営期間（平成21年度から平成24年度までの４年間）

○今後の施策の方向性

・雇用率制度による指導を推進するとともに、平成20年の法改正に基づく障害者雇用納付金制度の適用対象拡大の着実な実施等により、障害者の職場を拡大

・精神障害者について雇用義務の対象とするための環境が早急に整うよう、雇用支援を一層推進
・厳しい経済情勢にかんがみ、職場定着支援や生活面も含めた支援等により雇用の継続・安定を図るとともに、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合的かつ計画的・段階的に推進
・雇用、福祉等の関係機関の密接な連携、福祉・教育も含め地域で就労支援を担う人材の育成等により、本人の意欲・能力に応じた「福祉から雇用へ」の移行を推進
・人権の擁護の観点を含めた障害の特性等に関する正しい理解の促進
・さらに、障害者権利条約に対応するため、障害を理由とする差別の禁止、職場における「合理的配慮」の提供等、国内法制の整備に向けた検討を行うほか、障害者への虐待的行為の防止を図る。
３．振り込め詐欺による被害防止について

厚生労働省は、振り込め詐欺に高齢者や障害者が多く被害に遭っている現状を踏まえ、高齢者や障害者に対する振り込め詐欺の被害防止のため、下記の取り組みに関する協力を各行政機関に呼びかけております。

皆様も障害者に対する振り込め詐欺の被害防止のために、ご協力をお願いいたします。


１．高齢者や障害者と接する機会における対応について
被保険者証の交付、保険料納付等に係る相談、要介護認定申請その他の福祉サービスの申請等の対応を行う窓口等において、①別添の資料の配布等、②過払いとなった医療費や保険料の還付を銀行等のＡＴＭで行うことはない旨の説明、③不審な電話があった場合には、家族や警察署など関係機関に相談・通報することの注意喚起、を可能な限り行っていただきたいこと。
２．関係機関からの協力依頼への対応について
地域の警察署など関係機関から、振り込め詐欺による被害防止のための取組に係る協力依頼があった場合には、対応可能な範囲で協力を行っていただきたいこと。

なお、「振り込め詐欺防止啓発チラシ」を下記ホームページよりダウンロードすることができますので、ご参照ください。

【参考ＵＲＬ】［厚生労働省］http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/0713-2.html
４．研究会・検討会の動向
「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」
平成21年３月２日、「第10回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」が開催されました。今回の研究会では、これまでの議論を踏まえ、①職場における合理的配慮、②権利保護（紛争解決手続き）の在り方について検討が行われました。

職場における合理的配慮については、①合理的配慮の内容、②過度の負担を論点に、合理的配慮は雇用者側と障害者側が歩み寄って障害者の社会参加を促進するためのアプローチとしても位置づけるべきではないか、過度の負担の基準は企業規模、業種、従業員数、環境の特性、地域の文化・慣習等を参考にして判断すべきではないか等が検討されました。

また、権利保護（紛争解決手続き）の在り方については、①外部機関等による紛争解決手続、②ガイドラインを論点に、具体的に差別があった場合に、外部の機関に救済や是正（勧告）を求められる仕組みや何が差別であるか、何が合理的配慮であるのかを示す法律的な基準等について検討が行われました。

次回も、引き続き、とりまとめに向けた検討が行われる予定です。

【参考ＵＲＬ】［ＷＡＭ ＮＥＴ］ http://www.wam.go.jp/
（「行政資料」→「障害者福祉」→「調査研究・報告等」→「障害者雇用・就労関連」）

「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会」
平成21年３月３日、「第７回障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会」が開催されました。今回の研究会では、①障害者の一般就労を支える人材の研修体系・モデルカリキュラム、②研究会報告書（案）について検討が行われました。
これまでの研究会での議論を踏まえ、①第１号ジョブコーチ養成研修、②第２号ジョブコーチ養成研修、③ジョブコーチ・スキルアップ研修（第１号ジョブコーチ向け及び第２号ジョブコーチ向け）のモデルカリキュラムが示されました。

また、今回示された報告書（案）では、①障害者の一般就労を支える人材の現状と課題、②障害者の一般就労を支える人材に求められる基本的な知識・スキル、③一般就労に向けた支援を専門的に行う人材の育成のためのモデルカリキュラム、④障害者の一般就労を支える人材の育成のための４つの大きな柱から構成されています。

【参考ＵＲＬ】［ＷＡＭ ＮＥＴ］ http://www.wam.go.jp/
（「行政資料」→「障害者福祉」→「調査研究・報告等」→「障害者雇用・就労関連」）

同封資料№27（通算）217号
① 障害保健福祉関係主管課長会議（平成21年３月12日開催）資料冊子

② 障害者雇用対策基本方針関連資料「障害者雇用対策基本方針（骨子）」

 「障害者雇用対策基本方針」

「官報（平成21年３月６日号外）」（一部抜粋）























































（障害福祉制度・施策関連情報）








※本ニュースは、全国社会福祉協議会 障害福祉部に事務局をおく、セルプ協、身障協、厚生協、全救協、障連協の協議員、役員、構成団体及び、都道府県・指定都市社協にお送りしています。


（社協へは本ニュースのみ。）
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